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１� 一般廃棄物処理事業の概要

平成17年度に県内市町村及び一部事務組合 (以下､ ｢市町村等｣ という｡) で処理された一般廃棄

物は､ ごみが約30万ｔ､ し尿が約39万klであった｡ この処理のために総額約210億円の費用 (施設

建設費を含む｡) が使われた｡

２� ごみ処理の概要

ごみの排出量は平成13年度をピークに減少しており､ 平成17年度は､ 前年度に比べ約6,200ｔ減

少した｡

排出されたごみは､ その大半が市町村等から委託を受けた業者により収集されている｡ この収集

されたごみの大半は､ 焼却や破砕・圧縮などの中間処理を経て､ 埋立処分又は資源化されている｡

平成17年度に埋立処分されたごみ量は､ 前年度に比べて約18,000ｔ減少している｡ その理由とし

ては､ 直接埋立量の減少及び､ 溶融施設による焼却残さの資源化があげられる｡

埋立処分を行っている最終処分場の残余容量は減少しており､ また､ 新たな施設を整備するため

の用地確保も難しいことから､ 排出段階から住民の理解と協力を得てごみの分別､ 減量化に努める

とともに､ 中間処理による埋立量の減容化が必要である｡

市町村等はごみの資源化に積極的に取り組んでおり､ 資源化されるごみ量､ 特に､ 中間処理後に

資源化されるごみの量が増加している｡

今後とも､ 収集段階での分別を推進するなど､ 効率的な資源化を実現するための取組が必要であ

る｡

３� し尿処理の概要

平成17年度の県内の水洗化人口は約53万人で､ 年々増加傾向にある｡

増加の内容としては､ 下水道人口の伸びが大きいが､ 水洗化人口のうち約７割は浄化槽人口が占

めている｡

また､ し尿の排出量は減少傾向にあり､ ほとんどが許可業者により収集された後､ 市町村等の設

置するし尿処理施設で処理され､ 汚泥は焼却後埋立又は堆肥として利用されている｡

増加している浄化槽汚泥に対応するための処理施設の整備､ 処理施設で発生する汚泥の再生利用

等の検討が必要である｡

４� 一般廃棄物処理施設の概要

平成17年度に稼動している市町村等の一般廃棄物処理施設は､ ごみ処理施設として焼却施設が16

施設 (休止施設６施設含む｡)､ 粗大ごみ処理施設が６施設､ その他の中間処理施設が22施設､ 最終

処分場が34施設 (休止施設４施設及び埋立終了８施設を含む｡) である｡ また､ し尿処理施設は19

施設が稼動している｡

今後は､ 残余容量が少なくなってきている最終処分場の用地確保､ 老朽化しているし尿処理施設

の汚泥再生処理センターへの更新､ 廃止及び休止された焼却炉の解体が課題となっている｡
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５� 浄化槽の概要

本県の水洗化率は平成17年度末で66.0％となっており､ 全国の状況 (平成17年度末で88.9％) か

ら大きく立ち遅れている｡

近年､ 公共下水道の整備による水洗化人口の伸びが認められるものの､ 財政的・地形的な問題か

ら浄化槽の設置を推進していくことが求められると考えられ､ 平成17年度においても水洗化率のう

ち約68％が浄化槽によるものである｡

水洗化とともに､ 地域環境の保全を図るために､ 合併処理浄化槽の整備を進めてきた｡ 昭和62年

には国庫補助制度が創設され､ 本県においても昭和63年度から６町村で事業導入されて以来､ 平成

４年からは全市町村での取り組みが図られている｡

また､ 平成13年度からは浄化槽の新設時には合併処理浄化槽の設置が義務付けられ､ 生活排水対

策をさらに推進してきた｡ 平成17年度には2,499基が設置され､ 浄化槽の全設置基数は80,993基と

なっている｡

今後､ 浄化槽の一層の普及を図るうえで､ 面的整備を推進するための具体的な整備区域の設定､

適正な維持管理を確保するための組織的な取り組みが重要な課題となっている｡
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１� 概 要

一般廃棄物とは､ 家庭から排出されるごみと､ 事業活動に伴って発生するごみのうち産業廃棄物

以外のごみをいい､ 県内の全市町村と12の一部事務組合で処理事業を行っている｡

平成17年度の県内のごみの総排出量は､ 304,845ｔ (市町村等計画収集量､ 直接搬入ごみ及び集

団回収量) で､ 県民１人１日当たり排出量は1,038ｇとなっており､ 前年度に比べ排出総量が2.0％､

１人１日当たり排出量が1.3％減少している｡

このうち市町村等による計画収集量が88.2％を占めており､ その他は直接搬入ごみ11.6％､ 集団

回収量0.2％となっている｡

計画処理区域の状況

平成17年度におけるごみ処理の内訳は､ 焼却施設直接搬入が221,633ｔ (72.8％)､ 焼却以外の中

間処理施設搬入が58,674ｔ (19.3％)､ 直接埋立7,216ｔ (2.4％)､ 直接資源化16,338ｔ (5.4％)､

集団回収量416ｔ (0.1％) となっている｡

また､ 焼却施設等からの残さ12,373ｔが埋立処分されている｡

資源化は､ 資源の有効利用､ 最終処分場の延命化等の観点から､ 全市町村で実施されており､ 資

源化量72,357ｔとなっている｡ また､ 地域住民による集団回収量は416ｔとなっており､ あわせる

とリサイクル率は23.9％となる｡

ごみ処理の流れ
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計 画 処 理 区 域 内 世 帯 数 345,348世帯

計画処理区域内人口 (総人口) 804,943人

内

訳

計 画 収 集 人 口 803,417人 99.8％

自 家 処 理 人 口 1,526人 0.2％

(注) 世帯数は､ 平成17年10月１日現在の住民基本台帳による｡

(単位：ｔ／年)
7,216

市
町
村
の
収
集
量
等

ごみ
259,347

粗大ごみ
9,667

直接搬入
35,415

合計
304,429

埋 立
19,589

8,007
焼却施設
230,576

221,633
4,366

8,943
焼却以外の
中間処理施設
58,674

58,674
56,019

資源化
72,35716,338

自家処理量
2,683

自家処理
2,683

集団回収量
416

資源化
416



２� 排出状況

増加傾向にあったごみの排出量は､ 平成13年度をピークに減少しており､ 平成17年度は304,845

ｔとなっている｡

県民１人当たりの排出量についても､ 平成17年度は前年度より減少し､ １日当たり1,038ｇとなっ

ている｡

ごみの排出量の推移

１人当たりごみ排出量の推移

平成17年度の排出形態別のごみ量 (集団回収量を除く) は､ 生活系ごみ218,793ｔ (71.9％)､ 事

業系ごみ85,636ｔ (28.1％) で､ 前年度とほぼ同じ割合で排出されている｡
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単位:ｔ
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311,007
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不燃ごみ
2.8％

可燃ごみ
60.6％

直接搬入
11.6％粗大ごみ

3.2％

その他
0.2％

資源ごみ
15.1％

３� 収集状況

ごみの収集は､ 市町村等がそれぞれ直営､ 委託､ 許可という収集形態により行っている｡

各市町村 (事務組合による場合も含む｡) のごみの種類別収集状況は､ 混合ごみは６市町村､ 可

燃ごみは33市町村､ 不燃ごみは27市町村､ 資源ごみは35市町村､ 粗大ごみは23市町村で収集してい

る｡

種類別収集状況
(単位：ｔ)

ごみ分別数の状況 (粗大ごみを含む)
(単位：市町村)
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ごみ (粗大ごみを除く)
粗大ごみ 合 計

混合ごみ 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ その他

収集総量 19,634 184,502 8,504 46,064 643 9,667 269,014

直接搬入 35,415

合 計 304,429

年 度 分別無 １～５ ６～10 11 12 13 14 15以上 市町村数

13 0 13 17 4 4 7 1 7 53

14 0 10 20 2 2 8 1 10 53

15 0 6 26 0 3 8 2 8 53

16 0 4 21 2 2 10 2 7 48

17 0 2 14 1 4 5 2 7 35

混合ごみ
6.4％



４� 処理状況

平成17年度のごみ処理状況は､ 直接焼却処理72.8％､ 焼却以外の中間処理19.3％､ 直接埋立2.4

％､ 直接資源化5.4％と全排出量の99.9％が市町村等で計画的に処理されており､ 0.1％が集団回収

されている｡

なお､ 焼却による残さ量8,007ｔと焼却以外の中間処理による残さ量4,366ｔの合わせて12,373ｔ

が埋立てられ､ 直接埋立の7,216ｔと合わせ､ 19,589ｔが埋立処分されている｡

処理方法別ごみ処理量
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処理量 (単位：ｔ)
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224,226

482
19,077
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221,633
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20,071

42,006
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19,797
21,819
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５� 資源化の状況

資源の有効利用等の観点から収集されたごみの資源化については､ 全市町村 (事務組合での実施

を含む｡) が何らかの形で取り組んでいる｡

県内で計画収集されるごみ (直接搬入を含む｡) の資源化量は､ 資源ごみとして分別収集された

ものも含み72,357ｔとなっている｡ この他に､ 学校などの集団による回収量が416ｔあり､ 市町村

の資源化量とあわせると72,773ｔとなり､ 県内のリサイクル率は23.9％となっている｡

ごみ処理量と資源化量の推移
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(単位：ｔ)

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
13年 14年 15年 16年 17年

資源化量 ごみ処理量

67,012

309,704

72,773

304,277

47,342

329,492

60,413

314,706

67,651

317,577



資源化の内訳

(単位：ｔ／年)

６� 処理経費

平成17年度の市町村におけるごみ処理事業に要した経費は139億円であり､ 一般廃棄物処理事業

経費の80.8％を占めている｡

処理施設の整備等に要した建設改良費等を除くごみ処理事業のための処理及び維持管理費は､ 75

億89百万円で､ 単位当たり経費に換算すると､ 県民１人当たりの年間処理及び維持管理経費は9,428

円､ また処理量１t当たりの年間処理及び維持管理経費は24,928円となっている｡

(単位：千円)

― 8―

年度 紙 金属類 ガラス類 ペットボトル プラスチック類 その他 合 計

13

団 体 数 42 52 41 28 19 35 53

資源化量 22,067 10,292 6,527 569 3,516 4,371 47,342

割 合 46.6 21.8 13.8 1.2 7.4 9.2 100.0

14

団 体 数 44 52 43 34 20 39 53

資源化量 22,646 9,461 6,457 800 7,609 13,440 60,413

割 合 37.5 15.7 10.7 1.3 12.6 22.2 100.0

15

団 体 数 49 51 48 46 29 29 53

資源化量 24,127 10,899 6,442 973 8,708 16,502 67,651

割 合 35.7 16.1 9.5 1.4 12.9 24.4 100.0

16

団 体 数 46 47 42 41 24 31 48

資源化量 24,016 11,223 6,357 945 9,104 15,367 67,012

割 合 35.8 16.8 9.5 1.4 13.6 22.9 100.0

17

団 体 数 32 35 30 30 17 29 35

資源化量 23,783 9,939 5,929 927 8,606 23,589 72,773

割 合 32.7 13.7 8.1 1.3 11.8 32.4 100.0

廃棄物処理
事業費決算額

ごみ処理経費
決 算 額 建設改良費 処理等経費 そ の 他

17,198,535 13,900,350 5,220,927 7,588,817 1,090,606

＊各決算額については､ 市町村歳出決算額－事務組合分担金＋事務組合歳出決算額として市町村と事務組合の
決算額を純計した数値である｡



ごみ処理経費内訳
(単位：千円)

１人当たり処理費等の推移

１ｔ当たり処理費等の推移
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建 設 改 良 費

工 事 費

中間処理施設 4,360,579

最 終 処 分 場 569,366

そ の 他 280,929

調 査 費 10,053

計 5,220,927

処 理 及 び

維 持 管 理 費

人 件 費 2,545,455

処 理 費

収 集 運 搬 費 256,666

中 間 処 理 費 1,435,665

最 終 処 分 費 296,449

車 輌 等 購 入 費 46,430

委 託 費

収 集 運 搬 費 1,473,364

中 間 処 理 費 1,105,090

最 終 処 分 費 329,951

そ の 他 99,042

調 査 研 究 費 705

計 7,588,817

そ の 他 1,090,606

合 計 13,900,350

＊市町村の組合分担金除く

単位：円

10,500

10,000

9,500

9,000

8,500

8,000
13年 14年 15年 16年 17年

＊１人当たり経費＝処理及び維持管理費／総人口

単位：円

27,000

26,000

25,000

24,000

23,000

22,000

21,000
13年 14年 15年 16年 17年

＊１ｔ当たり経費合計＝処理及び維持管理費／ (収集総量＋直接搬入量)

10,173

9,428

9,857 9,857 9,989

26,554

24,928

24,417

25,629 25,660



７� ごみ処理施設の状況

① 焼却施設

県内のごみ焼却施設は､ 平成18年３月末現在16施設であるが､ このうち６施設は休止状態であ

る｡

平成17年度の処理実績は､ 638ｔ／日 (232,883ｔ／年) で､ 施設の稼働率は48.8％となってい

る｡

② 焼却以外の中間処理施設

県内の焼却以外の中間処理施設は､ 平成18年３月末現在28施設で､ 全体の処理能力は309.9ｔ

／日となっている｡

処理実績は123.4ｔ／日 (45,024ｔ／年) で施設の稼働率は39.8％である｡

③ 最終処分場

県内の最終処分場は､ 平成18年３月末現在32施設で､ このうち８施設は埋立終了施設である｡

平成17年度は28千�埋立られ､ 残余容量は853千�となっている｡

しかし､ 残余容量については市町村等の間で大きな差があり､ 既に埋立を終了したり､ 満杯状

態の市町村等も多く､ 最終処分場の確保が重要課題である｡
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処 理 方 法 全 連 続 准 連 続 バ ッ チ 合 計

施 設 数 5 1 10( 4) 16( 10)

処理能力(ｔ／日) 1,100 120 177(87) 1,397(1,307)

処理実績(ｔ／年) 209,193 6,932 16,758 232,883

＊ ( ) は稼働施設である｡

粗大ごみ処理施設
燃料化 堆肥化 その他 合 計

破 砕 圧 縮 併 用

施 設 数 2 1 3 2 2 18 28

処理能力(ｔ／日) 45 3 30 59 16 156.9 309.9

処理実績(ｔ／年) 8,488 63 2,802 11,361 2,640 19,670 45,024

＊その他は選別等資源化を行う施設である｡

種 類 施 設 数 埋立面積(㎡) 全体容量(�)
17 年 度
埋立量(�)

残余容量(�)

場

所

山 間
29
(23)

309,659
(251,931)

2,246,070
(2,051,685)

27,600
870,996
(842,689)

平 地
5
( 3)

13,560
(5,321)

44,990
(20,490)

642
14,208
(10,699)

合 計
34
(26)

323,219
(257,252)

2,291,060
(2,072,175)

28,242
885,204
(853,388)

＊ ( ) は埋立可能施設である｡



１� 概 要

し尿及び浄化槽汚泥の計画処理区域内人口は804,943人となっている｡

し尿は､ 水洗便所と汲取式便所に排出され､ 水洗便所のものは下水道､ し尿処理施設または浄化

槽によって処理され､ 汲取式便所のものはし尿処理施設等で処理されるか自家処理されている｡

平成18年３月末現在の水洗化人口は､ 前年度より564人増えて､ 531,452人となった (前年度比0.1

％増)｡

この内訳は､ 浄化槽人口 (コミュニティプラントを含む) 359,135人､ 下水道人口172,317人となっ

ている｡

水洗化人口の伸び率は平成11年度を100とした場合､ 平成17年度には117となっており､ 浄化槽人

口は111に減少､ 下水道人口は133に増加となっている｡

水洗化率については､ 66.0％と平成11年度から11.0ポイントの伸びとなっているが､ 全国平均の

水洗化率と比較すると著しく整備が遅れている｡

計画処理区域の状況

水洗化人口の推移
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計 画 処 理 区 域 内 世 帯 数 345,348世帯

計画処理区域内 ( 総 人口 ) 804,943人

総

人

口

非水洗化人口 273,491人 34.0％

計 画 収 集 人 口 266,955人 33.2％

自 家 処 理 人 口 6,536人 0.8％

水洗化人口 531,452人 66.0％

公 共 下 水 道 人 口 172,317人 21.4％

コミュニティプラント人口 5,528人 0.7％

浄 化 槽 人 口 353,607人 43.9％

(注) 世帯数は､ 平成17年10月１日現在の住民基本台帳による｡

年度
浄化槽人口

(人)
下水道人口

(人)
水洗化人口

(人)
水 洗 化 率

(％)伸び 伸び 伸び 全国

11 323,180 100.0 129,686 100.0 452,866 100.0 55.0 81.9

14 348,033 107.7 143,361 110.5 491,394 108.5 60.1 86.0

15 340,085 105.2 159,770 123.2 499,855 110.4 61.4 87.1

16 366,355 113.4 164,533 126.9 530,888 117.2 65.5 88.1

17 359,135 111.1 172,317 132.9 531,452 117.4 66.0 88.9

＊浄化槽人口には､ コミュニティプラントを含む｡
＊水洗化率＝水洗化人口／計画処理区域内人口



平成17年度の県内のし尿の発生量は､ 年間394,829klである｡ 内訳は､ 生し尿が208,231kl､ 浄化

槽から生じる汚泥が186,598klで､ そのうち自家処理が4,566klとなっている｡

し尿処理の流れ
(単位：kl／年)

２� 排出状況

平成17年度のし尿の排出総量394,829klのうち､ 計画収集されたし尿は390,263kl､ 自家処理量は

生し尿及び浄化槽汚泥の合計で4,566klで計画収集率は98.8％である｡

し尿収集量の内訳は､ 生し尿203,761kl､ 浄化槽汚泥186,502klで､ 浄化槽の普及に伴い､ 浄化槽

汚泥の占める割合が高くなってきている｡
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排水
水
洗
便
所

公共下水道 自家処理
96

排水 汚泥
浄化槽

201,188 185,614し尿処理施設
386,802

汲

取

式

便

所

し尿 290 390海洋投入
680

203,761

4982,283 その他(堆肥化)
2,781

し尿 自家処理
4,470



し尿排出量の推移

３� 収集状況

平成17年度における収集状況は､ 全収集量のうち､ 委託業者による収集13,242kl (3.4％)､ 許可

業者による収集377,021kl (96.6％) となっている｡

収集形態別収集量
(単位：kl／年)

４� 処理状況

平成17年度のし尿処理状況は､ し尿処理施設搬入98.0％､ 海洋投入等0.8％により全排出量の98.8

％が市町村等で処理されており､ 1.2％が自家処理されている｡

県内では海洋投入処分を実施している市町村もあるが､ 平成19年１月末の海洋投入処分禁止の適

用猶予期限までには全廃するよう処理体制の確保に取り組んでいる｡
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単位：kl

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
13年 14年 15年 16年 17年

生し尿 浄化槽汚泥 自家処理

生 し 尿 浄化槽汚泥 合 計

収 集 総 量 203,761 52.2 186,502 47.8 390,263 100.0

形
態
別
内
訳

直 営 0 0.0 0 0.0 0 0.0

委 託 11,770 3.0 1,472 0.4 13,242 3.4

許 可 191,991 49.2 185,030 47.4 377,021 96.6

4,900

216,562

179,478

4,566

203,761

186,502

7,112

237,201

173,451

5,886

225,678

176,397

5,532

229,248

181,651



し尿の処理状況
(単位：kl／年)

処理方法別し尿処理量の推移
(単位：kl／年)
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生 し 尿 浄 化 槽 汚 泥 合 計

計

画

収

集

量

し 尿 処 理 施 設 201,188 51.0 185,614 47.0 386,802 98.0

下 水 道 投 入 0 0.0 0 0.0 0 0.0

海 洋 投 入 290 0.1 390 0.1 680 0.2

農 地 還 元 0 0.0 0 0.0 0 0.0

そ の 他 2,283 0.6 498 0.1 2,781 0.7

自 家 処 理 4,470 1.1 96 0.0 4,566 1.1

合 計 208,231 52.7 186,598 47.3 394,829 100.0

年度 処理施設 下水道投入 海洋投入 農地還元 そ の 他 自家処理 合 計

13 394,717 0 13,665 2,270 0 7,112 417,764

14 396,648 20 3,868 0 1,539 5,886 407,961

15 408,326 20 858 0 1,695 5,532 416,431

16 393,457 0 797 0 1,786 4,900 400,940

17 386,802 0 680 0 2,781 4,566 394,829

し尿処理施設
98.0％

自家処理
1.1％

その他(堆肥化)
0.7％海洋投入

0.2％



５� 処理経費

平成17年度の市町村等におけるし尿処理経費は約28億85百万円となっており､ 処理施設整備のた

めの建設改良費等を除く処理及び維持管理経費は約21億39百万円である｡

これを県民１人当たりの年間処理及び維持管理経費でみると2,657円となっている｡

(単位：千円)

処理経費内訳
(単位：千円)

６� し尿処理施設の状況

県内のし尿処理施設は､ 平成18年３月末現在19施設で全体の処理能力は1,160kl／日である｡

平成17年度の処理実績は､ 1,058kl／日 (386,173kl／年) で､ 施設の稼働率は91.2％となっている｡
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廃棄物処理
事業費決算額

し尿処理経費
決 算 額 建設改良費 処理等経費 そ の 他

3,774,647 2,885,171 594,603 2,138,862 151,706

建 設 改 良 費

工 事 費

中間処理施設 591,734

最 終 処 分 場 0

そ の 他 0

調 査 費 2,869

計 594,603

処 理 及 び

維 持 管 理 費

人 件 費 546,015

処 理 費

収 集 運 搬 費 10,483

中 間 処 理 費 719,552

最 終 処 分 費 113,805

車 輌 等 購 入 費 0

委 託 費

収 集 運 搬 費 107,220

中 間 処 理 費 587,038

最 終 処 分 費 12,653

そ の 他 42,096

調 査 研 究 費 0

計 2,138,862

そ の 他 151,706

合 計 2,885,171

＊市町村の組合分担金除く

嫌気性 好希釈 標脱 高負荷 その他 計

施 設 数 1 2 7 7 2 19

処理能力(kl／日) 47 40 809 253 11 1,160

処理実績(kl／年) 16,450 12,185 263,610 91,958 1,970 386,173



１� 市町村等の収集体制

平成17年度の県内市町村のごみの収集業務は､ 全市町村で実施されている｡ そのうち､ 可燃ごみ

(混合ごみを含む) の収集体制は直営のみが３､ 委託が18､ 他の市町村は直営､ 委託､ 許可の組み

合わせによる収集体制をとっている｡ 粗大ごみは23市町村で収集しており､ 収集体制は直営のみが

２､ 委託のみが14､ その他が７となっている｡

一方､ し尿の収集は､ 全市町村で実施されており､ 委託が４､ 許可が31となっている｡

浄化槽汚泥の収集は､ 委託が２､ 許可が32､ 委託と許可が１となっている｡

ごみの収集体制

し尿の収集体制

２� 市町村等の従事職員数

平成17年度の市町村等の廃棄物処理従事職員数は全体で461名となっており､ ごみ処理関係が429

名､ し尿処理関係が32名である｡ 全体の93％がごみ処理事業従事職員で､ 特にごみの収集運搬に48

％の職員が従事している｡

ごみ処理事業従事職員数
(単位：人)

し尿処理事業従事職員数
(単位：人)
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直 営 委 託 許 可 直営＋許可 直営＋委託 委託＋許可 直営＋委託＋許可

ご み 3 18 0 2 0 12 0

粗大ごみ 2 14 1 0 0 6 0

直 営 委 託 許 可 委託＋許可

し 尿 0 4 31 0

浄化槽汚泥 0 2 32 1

一 般 職 技 能 職
合 計

事 務 系 技 術 系 収集運搬 中間処理 最終処分 そ の 他

99 40 223 53 8 6 429

一 般 職 技 能 職
合 計

事 務 系 技 術 系 収集運搬 中間処理 最終処分 そ の 他

20 9 2 1 0 0 32

＊ごみ処理事業とし尿処理事業を兼任で行っている市町村等の場合は､ 従事割合の多い事業の方に区分している｡



３� 一般廃棄物処理業者の状況

平成17年度のごみ処理業者の状況は､ 委託件数が157件､ 許可件数が157件となっており､ そのう

ち､ 収集運搬が委託96件､ 許可140件で､ その他が中間処理及び最終処分となっている｡

また､ し尿処理の委託及び許可件数はそれぞれ13件､ 97件で､ そのうち収集運搬が９件､ 97件､

その他が中間処理及び最終処分となっている｡

浄化槽法による浄化槽の清掃許可は120件となっている｡

平成17年度における委託・許可業者の業務体制は､ 次のとおりである｡

業者数及び従業員数

ごみ収集運搬車両

し尿収集運搬車両
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業 者 数 (件) 従 業 員 数 (人)

総 数 ご み し 尿 兼 業 総 数 収集運搬 中間処理 最終処分

230 142 91 3 1,376 1,160 204 12

収 集 車 運 搬 車 そ の 他

台 数 積載量 (t) 台 数 積載量 (t) 台 数 積載量 (t)

742 2,114 93 240 0 0

バ キ ューム車 そ の 他 運 搬 車

台 数 積載量 (kl) 台 数 積載量 (kl) 台 数 積載量 (kl)

299 836 2 4,500 30 287



１� 概 要

浄化槽は､ トイレの水洗化の手段として普及が始まったが､ 近年の生活雑排水による河川等公共

用水域の水質汚濁が著しいため､ 地域における水質保全の必要性から､ 下水道・農業集落排水など

の集合処理施設整備の進まない地域における有効な生活排水処理施設として､ 浄化槽の設置が増加

している｡

平成12年に浄化槽法改正 (平成13年４月１日施行) が行われ､ 浄化槽の定義から単独処理浄化槽

が削除され､ 合併処理浄化槽のみが浄化槽と定義された｡ 単独処理浄化槽はみなし浄化槽とされ､

これにより､ 浄化槽の新設時においては､ 合併処理浄化槽の設置が義務付けられることとなった｡

生活排水対策の体系

２� 浄化槽の設置基数

県内の浄化槽設置基数は､ 平成18年３月末日現在80,993基で､ 前年度比約2.3％増 (1,823基増)

となっている｡

その内訳は､ 単独処理浄化槽が約0.4％減の44,117基 (159基減)､ 合併処理浄化槽は約5.7％増の

36,876基 (1,982基増) となっている｡

この利用人口は353,607人で､ 水洗化人口の約66.5％を占めている｡

浄化槽は､ 短時間でかつ比較的少ない費用で設置できる特徴を有しており､ 中山間地域等の人口

散在地域においては､ 効率的な汚水処理システムであり､ 今後､ 人口の減少が避けられない中､ ま

すます､ 重要な位置を占めてくると考えられる｡

今後は､ し尿の汲み取りからの浄化槽への転換とともに､ みなし浄化槽 (単独処理浄化槽) から

浄化槽 (合併処理浄化槽) への転換がきわめて重要となっている｡
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無処理

(台所対策で付加軽減)

雑排水 個別処理 浄化槽 (合併処理浄化槽)

集合処理 下水道 (公共､ 流域)

生活排水 農業集落排水等

個別処理 浄化槽 (合併処理浄化槽) し尿処理施設で

し 尿 みなし浄化槽 (単独処理浄化槽) 汚泥の処理

汲み取り

集合処理 下水道 (公共､ 流域)

農業集落排水等



浄化槽設置の推移

年度別設置基数 (合併処理浄化槽)

水洗化人口推移
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浄化槽設置基数 水洗化の状況％�

単独処理 合併処理 合 計
高 知 県 全 国

浄 化 槽 全 体 浄 化 槽 全 体

13 46,254 27,041 73,295 41.0 58.4 26.8 84.7

14 45,652 29,928 75,580 41.5 60.1 26.3 86.0

15 45,258 32,572 77,830 41.2 61.4 25.9 87.1

16 44,276 34,894 79,170 44.6 65.5 25.3 88.1

17 44,117 36,876 80,993 43.9 66.0 24.8 88.9

単位：基

4,000

3,000

2,000

1,000

0
13年 14年 15年 16年 17年

単位：人

550,000

500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
13年 14年 15年 16年 17年

浄化槽人口 下水道人口

＊浄化槽人口には､ コミュニティプラント人口を含む｡

2,499

3,228 2,887

344,691

134,652

348,033

143,361

2,322

340,085

159,770

2,815

366,355

164,533

359,135

172,317



浄化槽処理方式別・人槽規模別設置基数 (平成18年３月現在)

３� 浄化槽の設置促進

公共用水域における水質汚濁の主な原因が生活雑排水によるものであり､ その大部分が一般家庭

から排出されている状況から､ 公共下水道等の整備とあわせ､ 浄化槽 (合併処理浄化槽) の普及促

進が重要である｡

このため､ 浄化槽の普及を図ることを目的に､ 昭和62年に国庫補助制度 (合併処理浄化槽設置整

備事業) が創設された｡

本県においても､ 昭和63年度に６町村で事業導入して以来､ 補助事業の導入が進み､ 平成４年度

からは全市町村で実施されるに至った｡

さらに､ 平成５年度からは､ 財政力の弱い過疎地域等における地域の振興・人口の定着対策の一

環として､ 生活環境の向上を図るため､ 国庫補助基準額を上回る設置費についての県単独の上乗せ

補助を創設し､ 浄化槽の一層の推進を図ってきた｡

浄化槽の設置基数の伸びは低下してきており､ 補助事業による設置基数も平成13年度をピークに､

減少に転じている｡

今後は､ 市町村設置型の積極的な導入など､ 設置推進を図っていくことが重要である｡

◎ 浄化槽設置整備事業の概要

① 補助対象：市町村が浄化槽設置者に対して行う助成事業

② 対象地域：原則として下水道認可区域以外の区域であって､ 生活雑排水対策を推進する必要が

あると認められる地域

③ 対象浄化槽：ＢＯＤ除去率90％以上､ 放流水ＢＯＤが20ppm以下のもの

④ 補助基準額：設置費用のうち真に社会的便益に相当する一定割合を公費負担する｡

⑤ 補助率：１／３

⑥ 県費継ぎ足し補助：国の交付金の基準額の１／３

⑦ 県補助事業対象：一般家庭 10人槽以下
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200人以下 201～500人以下
501人以上 合 計

20以下 21～100 101～200 計 201～300 301～500

単独 38,066 5,609 290 43,965 97 52 3 44,117

合併 33,341 2,414 546 36,301 249 176 150 36,876

合計 71,407 8,023 836 80,266 346 228 153 80,993



高知県合併処理浄化槽設置整備事業の実施状況

４� 浄化槽の適正な維持管理

浄化槽は下水道と同等の汚水処理性能を持つものであるが､ 正しい使い方と適正な維持管理がな

されないと､ 本来の機能を十分発揮することができない｡ そのため､ 浄化槽法で維持管理 (保守点

検､ 清掃､ 法定検査) を定期的に行うことが浄化槽管理者 (設置者) に義務づけられている｡

平成17年の浄化槽法改正 (平成18年２月１日施行) で設置された浄化槽が適正に機能するかどう

かを確かめるための法定検査においての県の指導権限が強化され､ 命令に違反したものは30万円以

下の過料に処する規定も設けられた｡

県では､ 平成18年度から､ 法定検査未受検の浄化槽管理者に文書指導を行い､ 適正な維持管理の

推進を図っている｡

今後とも､ 浄化槽管理者への正しい使い方と適正な維持管理の必要性の広報を行うことで､ 地域

環境の保全を推進していく｡
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団 体 数 設 置 基 数 実績額 (千円)

13 52 2,151 282,486

14 52 2,029 259,967

15 51 1,976 250,393

16 48 1,745 220,383

17 35 1,594 197,057

＊浄化槽市町村整備推進事業を除く基数および金額｡
＊実績額は県補助額 (補助基準額の１／３)｡ 設置者に対する補助金
額としては､ 原則として県及び市町村による補助額を加えた３倍
の金額となる｡
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